
































森林生態系保護地域修復計画(事業実施箇所の優先順位) 別添

植生

オガサワラハンミョウ

植生 乾性低木林の保護 リュウキュウマツ、キバンジロウ等の駆除

陸水動物

オガサワラオオコウモリ

植生

鳥類

陸産貝類 希少な生息地の保護

オガサワラオオコウモリ モモタマナ等の海岸林の保護

オオハマギキョウ 個体群の保護

陸産貝類 在来植生の保護

海鳥 草地の保護

弟島のオガサワラグワ群
落

弟島へシマグワが侵入することに
よる遺伝的撹乱の防止

陸産貝類 タコノキ等の在来植生の保護

海鳥 草地の保護

植生

昆虫類

陸産貝類、土壌動物

陸水動物

植生

昆虫類

植生

昆虫類

陸産貝類

陸水動物

植生

昆虫類

陸産貝類

植生

昆虫類

鳥類

在来林

昆虫類

陸産貝類

在来林

昆虫類

陸産貝類

鳥類

父島 電信山遊歩道
コバノアカテツ、シマイスノキを主体とし
た乾性低木林

ムニンビャクダン等の希少
植物

乾性低木林の保護 モクマオウ、リュウキュウマツ等の駆除

弟島 中北部
オガサワラグワ群落及びコバノアカテ
ツ、ムニンアオガンピ、モモタマナ等の
在来植生

オガサワラグワ群落 固有植生の保護
モクマオウ等の駆除
※Ｂランクであるが、ギンネム対策はＡラ
ンクで対応

昆虫類

陸産貝類

鳥類

瓢箪島 全域
コウライシバ、ハマゴウを主体とした在
来植生

鳥類 在来植生の保護 モクマオウ等の駆除

西台
タコノキ、オガサワラビロウ、モクタチバ
ナ及びヤロードを主体とした在来植生

陸産貝類
原生的な湿性高木林及び母島型
乾性低木林の保護

天然更新が可能な場所を中心に駆除・メ
ンテナンスの継続

南崎
コバノアカテツ、ムニンアオガンピ、オガ
サワラビロウ及びタコノキを主体とした
母島型乾性低木林

陸産貝類
母島型乾性低木林の保護、 ・植栽
等による各種分類群の生育・生息
環境の創出

ギンネム、モクマオウの駆除
駆除地での在来樹等植栽の検討
※Ｂランクであるが、ギンネム対策はＡラ
ンクで対応

植生

昆虫類

陸産貝類

鳥類

植生

昆虫類

陸産貝類

鳥類

昆虫類

陸産貝類

鳥類

モクマオウ、ギンネム等の駆除

父島

東平（傘山～初寝浦
北、石浦南～箱浜・初
寝浦～石浦北を含
む）

コバノアカテツ、シマイスノキ、ムニンヒ
メツバキを主体とする乾性低木林 海岸林・渓畔域の保護

Ａ
ラ
ン
ク

父
島
列
島

兄島 中央台地上・南部等
コバノアカテツ、シマイスノキ、ムニンヒ
メツバキを主体とする乾性低木林と岩
上荒原地

乾性低木林と岩上荒原地の保護

弟島

南端部
ハマゴウやコウライシバから成る在来
植生とモクタチバナやモモタマナ等を主
体とする海岸林

母
島
列
島

モクマオウ等の駆除

東島 全域
オガサワラススキ、オガサワラビロウ、
タコノキ及びオオハマギキョウを主体と
する在来植生

モクマオウ・ギンネム・シマグワ等の駆除

孫島 全域
タコノキ、オガサワラビロウを主体とす
る在来植生

モクマオウ、シマグワ等の駆除

稜線付近：モクタチバナ、ワダンノキ、
ハハジマノボタンを主体とする湿性型の
矮低木林
山腹斜面：シマホルトノキ、ウドノキ等を
主体とする湿性高木林

湿性型矮低木林及び湿性高木林
の保護

アカギ等の駆除

向島 南部
コバノアカテツ、ムニンアカガンピ、オガ
サワラビロウ及びタコノキを主体とする
母島型乾性低木林

母島型乾性低木林の保護 モクマオウ・ギンネム等の駆除

母島

石門
モクタチバナ、ウドノキ、シマホルトノキ
を主体とする湿性高木林

湿性高木林の保護 アカギ、シマグワ、ガジュマル等の駆除

桑ノ木
ウドノキ、モクタチバナ、シマホルトノキ
を主体とする湿性高木林

湿性高木林の保護、植栽等による
各種分類群の生育・生息環境の創
出

アカギ等の駆除
駆除地での植栽の検討（在来樹等の植
栽）

乳房山

タケ、ササ、ギンネム等の駆除
駆除地での在来樹等植栽の検討

Ｂ
ラ
ン
ク

父
島
列
島

兄島 Ｃライン以北流域

稜線付近：コバノアカテツ、シマイスノキ
を主体とする乾性低木林
谷部：ムニンヒメツバキを主体とする在
来植生

在来林の保護

モクマオウ、ランタナ、キバンジロウ、ギ
ンネム等の駆除
※Ｂランクであるが、ギンネム、キバンジ
ロウ対策はＡランクで対応

西島 全域

聟
島
列
島

聟島
西部・中央部（南浜～
大山地域）

オガサワラビロウ、タコノキ、モクタチバ
ナ、シマシャリンバイを主体とした在来
植生

在来植生の保護
ランタナ、ギンネム等の駆除
タケ・ササ等の駆除

媒島 全域
一部にウドノキを含む、オガサワラビロ
ウ、タコノキ、モクタチバナ、シマシャリ
ンバイを主体とする在来植生

在来植生の保護、 ・植栽等による
各種分類群の生育・生息環境の創
出

ギンネム等の駆除（周辺の在来林への
拡散防止）
※Ｂランクであるがギンネム対策はＡラン
クで対応

平島 全域
オガサワラビロウ、タコノキ、テリハボク
及びオガサワラススキを主体とした在
来植生

ギンネム等の駆除

島の周囲及び平坦地：コウライシバ、オ
ガサワラススキを主体とした在来植生
谷部：オガサワラビロウ、タコノキ、ヤ
ロード、オオバシロテツを主体とした在
来植生

現存する在来植生の保護、 ・植栽
等による各種分類群の生育・生息
環境の創出

パッチ状に点在するギンネム、シマサル
スベリ、ソウシジュ、オオバナセンダング
サ、シマグワ、ホナガソウ、モクマオウ等
の駆除
駆除地での在来樹等植栽の検討
※Ｂランクであるが、ギンネム、シマサル
スベリ、ソウシジュ対策はＡランクで対応

母島

妹島 全域
コバノアカテツ、ムニンアオガンピを主
体とした母島型乾性低木林

母島型乾性低木林の保護

ギンネム、シマグワ、パパイヤ、リュウ
キュウマツ等の駆除
※Ｂランクであるがギンネム対策はＡラン
クで対応

向島 北部
コバノアカテツ、ムニンアオガンピを主
体とした母島型乾性低木林

母島型乾性低木林の保護

母
島
列
島

在来植生の保護

北端部
コウライシバ、オガサワラススキを主と
した在来植生

希少植物・草地の保護 モクマオウ等の駆除

優先
ﾗﾝｸ

列島 島 エリア 目標林型 対象種 当面の対策対象 対策内容

モクマオウ、アカギ等の駆除



優先
ﾗﾝｸ

列島 島 エリア 目標林型 対象種 当面の対策対象 対策内容

中山峠
タマナ、オガサワラビロウ、タコノキを主
体とした在来植生

オガサワラオオコウモリ
オガサワラビロウを主体とした在来
植生の保護、植栽等による後継樹
の育成オガサワラオオコウモリ

ギンネム等の駆除
駆除地での在来樹等植栽の検討
※Ｃランクであるがギンネム対策はＡラン
クで対応

南袋沢一帯（高山・南
崎・ジョンビーチ・円縁
湾周辺）

高山：ヤロード、オガサワラビロウを主
体とした在来植生
ジョンビーチ東側・円縁湾北側：モモタ
マナを主体とした在来植生

オガサワラオオコウモリ
モモタマナ、オガサワラビロウを主
体とした海岸林の保護

ギンネム、モクマオウ、アカギ等の駆除

陸水動物

オガサワラオオコウモリ

境浦
モモタマナ、ハスノハギリを主体とした
在来植生

オガサワラオオコウモリ
モモタマナ等を主体とした海岸林
の保護

ギンネム、モクマオウ、アカギ等の駆除

野羊山
ヤロード、オガサワラビロウを主体とす
る在来植生

オガサワラオオコウモリ
ヤロード等を主体とした海岸林の
保護

ギンネム、モクマオウ等の駆除

天之浦〜巽崎
ヤロード、ハスノハギリ及びモモタマナ
を主体とする在来植生

オガサワラオオコウモリ
ヤロード等を主体とした海岸林の
保護

ギンネム、モクマオウ等の駆除
※Cランクであるが、ギンネム対策はＡラ
ンクで対応

振分山
オガサワラビロウを主体とした在来植
生

オガサワラオオコウモリ
オガサワラビロウ等を主体とした海
岸林の保護

モクマオウ、アカギ等の駆除

コペペ流域 モモタマナを主体とした在来植生 オガサワラオオコウモリ
モモタマナ等を主体とした海岸林
の保護

モクマオウ、アカギ等の駆除

赤旗山北
オガサワラビロウ、タコノキを主体とした
在来植生

オガサワラオオコウモリ
オガサワラビロウを主体とした海岸
林の保護

モクマオウ等の駆除

人丸島 全域
ハマゴウ、コウライシバを主体した在来
植生

鳥類 在来植生の保護 モクマオウ等の駆除

昆虫類

陸産貝類

鳥類

昆虫類

陸産貝類

鳥類

Ｃ
ラ
ン
ク

父
島
列
島

父島

八ツ瀬川流域（長谷、
時雨、吹上地域）・コ
ペペ流域

下流域：オオハマボウ、ハスノハギリ、
モモタマナを主体とする在来植生
上流域：ムニンヒメツバキ、コバノアカテ
ツ、ムニンアオガンピを主体とした在来
植生

湿性林を伴う高木林、海岸林及び
モモタマナから成る渓畔林の保護

母島型乾性低木林の保護
モクマオウ、シマグワ、リュウゼツラン等
の駆除

アカギ、モクマオウ等の駆除

母
島
列
島

姉島 全域
コバノアカテツ、ムニンアオアガンピを
主体とした母島型乾性低木林

母島型乾性低木林の保護 サイザルアサ、リュウゼツラン等の駆除

姪島 全域
コバノアカテツ、ムニンアオガンピを主
体とした母島型乾性低木林


